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１ 審査会の役割について 

【Ｑ１】情報公開・個人情報保護審査会は、どのような組織ですか。設置の

目的、役割などを教えてください。 

【Ａ】情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」といいます。）は、情

報公開・個人情報保護審査会設置法に基づき総務省に設置され、委員１５

人で構成される機関です。 

   情報公開法（行政機関の保有する情報の公開に関する法律、独立行政法人等の保

有する情報の公開に関する法律）及び個人情報保護法（個人情報の保護に関する法

律）に基づく開示請求等に対する決定（以下「開示決定等」といいます。）に係

る審査請求について、より客観的で合理的な解決を図るため、行政機関の

長や独立行政法人等（以下「諮問庁」といいます。）からの諮問に応じて、第

三者的な立場から公正かつ中立的に調査審議を行い、答申を行っています。 
 
＜関係法令等：情報公開・個人情報保護審査会設置法第２条・第３条＞ 

 

 

【Ｑ２】審査会は、どのような委員によって構成されているのですか。 

【Ａ】審査会の委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得

て、内閣総理大臣が任命します。任期は３年で、退任後も続く守秘義務が

課されています。 
 

＜関係法令等：情報公開・個人情報保護審査会設置法第４条第１項・第４項・第８項

＞ 

 

 

【Ｑ３】開示決定等に不服があります。審査会に不服を申し立てたいのです

が、どうすればよいでしょうか。 

【Ａ】審査会は、諮問庁からの諮問を受けて開示決定等に係る審査請求につい

て調査審議を行う機関であり、開示決定等に不服がある場合は、審査会で

はなく、開示決定等の通知の際に教示される行政機関の長や独立行政法人

等に対して審査請求を行うこととされています。審査請求先が不明な場合

には、開示決定等を行った担当部署にお問い合わせください。 
 

＜関係法令等：行政不服審査法第４条・第８２条＞ 
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【Ｑ４】開示決定等について審査請求を行った場合、必ず審査会に諮問され

ることになるのでしょうか。 

【Ａ】開示決定等に係る審査請求については、審査請求を受けた行政機関の長

や独立行政法人等は、原則として審査会に諮問しなければなりません。た

だし、審査請求が不適法であり却下する場合や、審査請求の全部を認容す

る場合（例えば、審査請求人が開示を求める不開示部分を全て開示する場合など）に

は、審査会への諮問の対象となりません。 
 

＜関係法令等：行政機関の保有する情報の公開に関する法律第１９条第１項、独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律第１９条第１項、個人情報の保護に関

する法律第１０５条第１項＞ 

 

 

【Ｑ５】都道府県や市区町村が行った開示決定等に対する審査請求も、国の

審査会に諮問されるのでしょうか。 

【Ａ】都道府県や市区町村などの地方公共団体が行った開示決定等に対する審

査請求については、一般に、それぞれの地方公共団体に置かれる審議会等

に諮問されることになります。詳しくは、それぞれの地方公共団体にお尋

ねください。 
 

＜関係法令等：個人情報の保護に関する法律第１０５条第３項＞ 

 

 

２ 調査審議について 

（１）調査審議全般について 

【Ｑ６】審査会では、どのような体制で調査審議を行うのですか。 

【Ａ】諮問を受けた審査請求事件については、原則として、３名の委員で構成

される部会で調査審議を行っています。 
 

＜関係法令等：情報公開・個人情報保護審査会設置法第６条第１項、情報公開・個人

情報保護審査会運営規則第１条第１項＞ 

 

 

【Ｑ７】事件に利害関係のある委員を審査会の調査審議に参加させないよう

な仕組みはあるのでしょうか。 

【Ａ】審査会では、調査審議が公正に行われることを確保するため、委員が諮

問を受けた特定の審査請求事件の当事者又はその親族である場合など、特
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別の利害関係を有する場合には、その委員を当該事件の調査審議に関与さ

せないこととしています。 
 

＜関係法令等：情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第１条第４項、情報公開・

個人情報保護審査会運営規則第４条・第４条の２＞ 

 

 

【Ｑ８】審査会で行われた調査審議の経過や結果を知るにはどうすればよい

のでしょうか。 

【Ａ】部会が会議を開催したときは、開催記録を作成し、審査会のウェブサイ

ト（総務省ホームページ）に掲載して公表しています。 
 

＜関係法令等：情報公開・個人情報保護審査会運営規則第２７条＞ 

 

 

【Ｑ９】審査会の会議を傍聴することはできるのでしょうか。 

【Ａ】審査会の調査審議は、行政文書等の開示・不開示の判断の妥当性などに

関して行われるものであり、仮に公開することとすると、不開示情報が公

になるおそれがあり適当でないことから、審査会の調査審議の手続は、公

開しないこととされています。 
 

＜関係法令等：情報公開・個人情報保護審査会設置法第１４条＞ 

 

 

【Ｑ１０】審査会に諮問された事件について、答申を待たずに訴訟を起こす

ことはできるのでしょうか。 

【Ａ】開示決定等については、審査請求を行っているか否か、審査会に諮問さ

れているか否かにかかわらず、取消訴訟（処分の取消しの訴え）等を提起す

ることができます。 
 

＜関係法令等：行政事件訴訟法第８条第１項本文＞ 

 

 

（２）調査審議手続について 

【Ｑ１１】諮問庁から審査会に諮問された審査請求については、どのように

調査審議が進められるのでしょうか。 

【Ａ】審査会においては、原則として、諮問を受けた審査請求事件について、
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諮問庁から提出された理由説明書（審査請求についての諮問庁の考え方及びその

理由を記載した書面）の写しを審査請求人に送付して、審査請求人に意見書

又は資料（以下、諮問庁から提出された理由説明書と併せて「意見書等」といいま

す。）を提出する機会を付与するとともに、必要に応じ、諮問庁に対し、開

示決定等に係る行政文書等又は保有個人情報（開示決定等で不開示とされた部

分がマスキングされていないもの。以下「インカメラ文書」といいます。）の提示を

求め、審査請求書やこれらの書面に基づいて書面審理が行われます。 
 

＜関係法令等：情報公開・個人情報保護審査会設置法第９条第１項、第１３条第１項

＞ 

＜関連問：Ｑ１２・Ｑ１３・Ｑ１４＞ 

 

 

【Ｑ１２】審査会が独自に調査を行うことはあるのでしょうか。 

【Ａ】審査会の調査審議は、審査請求人から提出された審査請求書や意見書等、

諮問庁から提出された理由説明書等に基づいて行われますが、審査会が必

要と認める場合には、諮問庁にインカメラ文書の提示を求め、あるいは審

査請求人や諮問庁に意見書等の提出を求めるなど、必要な調査を行うこと

があります。 
 

＜関係法令等：情報公開・個人情報保護審査会設置法第９条第１項及び第４項＞ 

＜関係問：Ｑ１１＞ 

 

 

【Ｑ１３】諮問庁から理由説明書等が提出された際は、審査請求人や参加人

にその旨の連絡が来るのでしょうか。 

【Ａ】審査会では、審査請求人等（審査請求人、参加人又は諮問庁）から意見書等

の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認められる

とき、その他正当な理由がある場合を除き、その意見書等（諮問庁から提出

された理由説明書等を含む。）の写しをその他の審査請求人等（審査請求人から

提出された場合には諮問庁及び参加人、諮問庁から提出された場合には審査請求人及

び参加人）に送付することとしています。 
 

＜関係法令等：情報公開・個人情報保護審査会設置法第１３条第１項＞ 

＜関連問：Ｑ１１・Ｑ１６＞ 
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【Ｑ１４】諮問庁から提出された理由説明書等に対して反論したい場合や、

審査請求に関する主張について補足したい場合は、どうすればよいで

しょうか。 

【Ａ】審査会の調査審議に当たっては、諮問庁から提出された理由説明書等の

写しを審査請求人に送付し、意見書等の提出の機会を付与することとして

いますので、理由説明書等の内容を踏まえ、それに反論したい場合や、審

査請求に関する主張について補足したい場合は、意見書等を提出すること

ができます。 

   ただし、審査会が意見書等の提出期限を定めた場合には、その期限まで

に提出する必要があります。期限を過ぎてから提出された意見書等につい

ては、調査審議や答申に反映できないこともありますので、御承知おきく

ださい。 

 なお、意見書等の提出は任意であり、提出した又は提出しなかったこと

自体が、有利又は不利な事情として扱われるものではありません。 
 

＜関係法令等：情報公開・個人情報保護審査会設置法第１１条＞ 

＜関連問：Ｑ１１・Ｑ１５・Ｑ１６＞ 

 

 

【Ｑ１５】審査請求人や参加人は、審査会に対し、意見書や資料を電子メー

ルやファクシミリで提出することはできるのでしょうか。 

【Ａ】意見書や資料については、電子メールやファクシミリで提出することも

可能です。ただし、その原本について別途提出をお願いする場合がありま

すので、御承知おきください。 
 

＜関係法令等：情報公開・個人情報保護審査会運営規則第３０条・第３１条・第３２

条＞ 

＜関係問：Ｑ１４・Ｑ１６＞ 

 

 

【Ｑ１６】意見書や資料に、諮問庁など、他の審査請求人等に知られたくな

い内容が含まれているので、送付等をしないよう申し出ることはでき

ますか。 

【Ａ】審査請求人等から提出された意見書等については、原則としてその意見

書等の写しをその他の審査請求人等に送付することとしているほか、審査

請求人等は、他の審査請求人等から提出された意見書等の閲覧を求めるこ
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とができます。 

審査請求人等は、意見書等を提出する際に、他の審査請求人等への送付

又は閲覧について異議がある場合（送付や閲覧が適当でないと考える場合）に

は、その旨を意見として提出することができ、異議がある旨の意見が提出

された意見書等については、他の審査請求人等への送付は行わず、他の審

査請求人等へ意見書等の提出があった旨を書面により通知することとして

います。 

ただし、他の審査請求人等から上記の意見書等の閲覧の求めがあった場

合は、異議がある旨の意見が提出されているときであっても、審査会がそ

の閲覧を拒むことができるのは、第三者の利益を害するおそれがあると認

めるとき、その他正当な理由がある場合に限られていますので、できる限

り、他の審査請求人等への送付又は閲覧に支障のない意見書等を提出する

ようにしてください。 
 

＜関係法令等：情報公開・個人情報保護審査会設置法第１３条、情報公開・個人情報

保護審査会運営規則第８条第１項、第４項及び第６項・第１８条第１項、第４項、

第５項及び第６項＞ 

＜関係問：Ｑ１３・Ｑ１４・Ｑ１５＞ 

 

 

【Ｑ１７】審査会に対して、口頭で意見を述べたい場合、どうすればよいの

でしょうか。 

【Ａ】口頭意見陳述申立書を審査会に提出してください。ただし、審査会が諮

問された審査請求事件についての判断を下す上で必要がないと認めるとき

は、口頭意見陳述は行いませんので、御承知おきください。 
 

＜関係法令等：情報公開・個人情報保護審査会設置法第１０条第１項＞ 

 

 

【Ｑ１８】意見書の提出などの審査会に対する手続を、旧姓を使用して行う

ことはできますか。 

【Ａ】審査会に対する手続は、旧姓を使用して行うこともできます。ただし、

開示請求書や審査請求書に記載した氏名と異なる氏名で意見書を提出され

た場合（開示請求や審査請求を旧姓ではなく戸籍名で行ったが、審査会に

対する手続は旧姓を使用して行った場合など）は、同一の方であることを

確認するため、必要な書類の提出等をお願いすることがありますので、御
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承知おきください。 

 

 

【Ｑ１９】転居等により、審査請求書に記載されている住所とは違うところ

に書類を郵送してほしいのですが、どうしたらよいですか。 

【Ａ】審査会に御連絡ください。あわせて、諮問庁にその旨を御連絡ください。 

 

 

【Ｑ２０】自分が審査請求して諮問された案件は、現在、どのような状況で

すか。いつ頃答申決定されますか。 

【Ａ】諮問された案件については、順次調査審議を行っています。それぞれの

部会で調査審議が行われた案件については、審査会のウェブサイト（総務

省ホームページ）に掲載している「審査会開催状況」において公開していま

すが、それ以上の具体の審議状況については、審査会の調査審議の手続に

ついては非公開とされているため、お答えできません。 
 

＜関係法令：情報公開・個人情報保護審査会設置法第１４条、情報公開・個人情報保

護審査会運営規則第２８条＞ 

 

 

３ 答申について 

【Ｑ２１】審査会が答申をしたとき、審査請求人はその答申を見ることがで

きますか。 

【Ａ】審査会は、答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に

郵送します。なお、この場合、手数料や郵送料は不要です。 
 

＜関係法令等：情報公開・個人情報保護審査会設置法第１６条、情報公開・個人情報

保護審査会運営規則第２５条第３項＞ 

＜関係問：Ｑ２４・Ｑ２６＞ 

 

 

【Ｑ２２】審査会から答申書の写しが届きましたが、その後はどうすればい

いのでしょうか。 

【Ａ】審査会の答申は、審査請求に対する最終的な結論ではなく、答申を受け

た諮問庁は、遅滞なく、審査請求に対する最終的な結論である裁決を行う

こととされています。 
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   裁決がされた場合には、審査請求人に裁決書の謄本が送付されますので、

それが届くまでお待ちください。 
 

＜関係法令等：行政不服審査法第４４条・第５１条＞ 

 

 

【Ｑ２３】審査会の答申の内容に不満がある場合、審査請求などの不服申立

てで争うことはできるのでしょうか。 

【Ａ】審査会の答申については、審査請求についての最終的な結論である裁決

ではないため、審査請求などの不服申立てや取消訴訟で争うことはできま

せん。なお、審査会から答申を受けた諮問庁が審査請求を棄却する裁決を

行った場合には、原処分である開示決定等の取消しの訴え（取消訴訟）を提

起することは、原則として可能です。詳しくは、裁決の際に行われる訴訟

についての教示を御確認ください。 
 

＜関係法令等：行政不服審査法第１条第２項、行政事件訴訟法第３条第２項・第１４

条第３項・第４６条第１項、情報公開・個人情報保護審査会設置法第１５条＞ 

＜関係問：Ｑ１０＞ 

 

 

【Ｑ２４】過去の答申は、どこで見られますか。 

【Ａ】審査会の過去の答申の内容については、審査会のウェブサイト（総務省

ホームページ）に掲載しているほか、「情報公開・個人情報保護関係 答申・

判決データベース」で検索することもできます。 
 

＜関係問：Ｑ２１・Ｑ２６＞ 

＜参考：情報公開・個人情報保護関係答申・判決データベース＞ 

 

 

【Ｑ２５】答申の内容について、なぜこのような判断になったのか詳細に知

りたいのですが、教えてもらうことはできますか。 

【Ａ】審査会の調査審議の手続については非公開とされています。答申書に記

載されている以上の内容をお伝えすることはできません。 
 

＜関係法令：情報公開・個人情報保護審査会設置法第１４条＞ 

 

 

https://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/
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【Ｑ２６】審査請求書や意見書等での主張について、答申で正確に記載して

もらえなかった（省略された）のはなぜですか。 

【Ａ】審査請求人から提出された審査請求書や意見書については、部会におい

て確認しています。答申書には、審査請求人の主張の要旨を記載することと

されていますが、審査請求書や意見書の記載の全部をそのまま転記しなけれ

ばいけないものではなく、また、審査会のウェブサイト（総務省ホームページ）

で公表することとなることから、個々の事案に応じ、省略したり、匿名化を

行うことがあります。 
 

＜関係法令：情報公開・個人情報保護審査会運営規則第２４条第２項＞ 

＜関係問：Ｑ２１・Ｑ２４＞ 
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